
自治体名：京都府 年度：令和５年度

会計：連結会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,844,415   固定負債 2,643,847

    有形固定資産 2,370,708     地方債等 2,386,125

      事業用資産 689,229     長期未払金 105

        土地 457,588     退職手当引当金 132,486

        立木竹 18,160     損失補償等引当金 -32

        建物 656,153     その他 125,163

        建物減価償却累計額 -454,853   流動負債 130,479

        工作物 11,176     １年内償還予定地方債等 81,742

        工作物減価償却累計額 -5,238     未払金 19,947

        船舶 6,316     未払費用 2,380

        船舶減価償却累計額 -3,753     前受金 228

        浮標等 -     前受収益 1,271

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 16,463

        航空機 -     預り金 4,271

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,177

        その他 60 負債合計 2,774,325

        その他減価償却累計額 -51 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,670   固定資産等形成分 2,886,864

      インフラ資産 1,606,032   余剰分（不足分） -2,667,264

        土地 463,967   他団体出資等分 11,344

        建物 22,142

        建物減価償却累計額 -12,544

        工作物 5,044,433

        工作物減価償却累計額 -3,960,083

        その他 3

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 48,115

      物品 172,284

      物品減価償却累計額 -96,837

    無形固定資産 17,712

      ソフトウェア 2,767

      その他 14,945

    投資その他の資産 455,995

      投資及び出資金 87,318

        有価証券 482

        出資金 86,508

        その他 327

      長期延滞債権 3,572

      長期貸付金 31,021

      基金 334,040

        減債基金 280,996

        その他 53,044

      その他 150

      徴収不能引当金 -106

  流動資産 160,855

    現金預金 81,110

    未収金 17,081

    短期貸付金 1,308

    基金 56,097

      財政調整基金 521

      減債基金 55,576

    棚卸資産 3,914

    その他 1,591

    徴収不能引当金 -247

  繰延資産 1 純資産合計 230,945

資産合計 3,005,269 負債及び純資産合計 3,005,269

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和５年度

会計：連結会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

報告書（財務諸表）

科目 金額

  経常費用 1,121,171

    業務費用 512,351

      人件費 243,989

        職員給与費 202,023

        賞与等引当金繰入額 17,104

        退職手当引当金繰入額 11,853

        その他 13,009

      物件費等 222,789

        物件費 101,560

        維持補修費 28,116

        減価償却費 88,573

        その他 4,539

      その他の業務費用 45,573

        支払利息 11,764

        徴収不能引当金繰入額 273

        その他 33,537

    移転費用 608,820

      補助金等 591,008

      社会保障給付 13,877

      その他 3,935

  経常収益 125,469

    使用料及び手数料 61,341

    その他 64,128

純経常行政コスト 995,702

  臨時損失 2,235

    災害復旧事業費 264

    資産除売却損 36

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 30,848

純行政コスト 964,721

    その他 1,935

  臨時利益 33,216

    資産売却益 2,369



自治体名：京都府 年度：令和５年度

会計：連結会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 223,329 2,915,259 -2,702,861 10,930

  純行政コスト（△） -964,721 -962,739 -1,982

  財源 992,332 989,720 2,611

    税収等 773,617 773,298 319

    国県等補助金 218,714 216,422 2,292

  本年度差額 27,611 26,982 629

  固定資産等の変動（内部変動） -10,814 10,815

    有形固定資産等の増加 50,864 -50,864

    有形固定資産等の減少 -123,138 123,138

    貸付金・基金等の増加 372,145 -372,145

    貸付金・基金等の減少 -310,685 310,686

  資産評価差額 781 781

  無償所管換等 2,584 2,584

  他団体出資等分の増加 0 0

  他団体出資等分の減少 215 -215

  比例連結割合変更に伴う差額 3 3 0 -

  その他 -23,363 -20,948 -2,415

  本年度純資産変動額 7,616 -28,395 35,597 414

本年度末純資産残高 230,945 2,886,864 -2,667,264 11,344

報告書（財務諸表）

科目 合計



自治体名：京都府 年度：令和５年度

会計：連結会計   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

報告書（財務諸表）

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,025,256

    業務費用支出 419,016

      人件費支出 240,045

      物件費等支出 128,913

      支払利息支出 11,665

      その他の支出 38,394

    移転費用支出 606,239

      補助金等支出 591,000

      社会保障給付支出 13,881

      その他の支出 1,358

  業務収入 1,081,848

    税収等収入 770,727

    国県等補助金収入 187,449

    使用料及び手数料収入 59,194

    その他の収入 64,479

  臨時支出 311

    災害復旧事業費支出 264

    その他の支出 47

  臨時収入 559

業務活動収支 56,841

【投資活動収支】

  投資活動支出 298,144

    公共施設等整備費支出 49,745

    基金積立金支出 90,444

    投資及び出資金支出 1,474

    貸付金支出 156,019

    その他の支出 463

  投資活動収入 271,417

    国県等補助金収入 33,664

    基金取崩収入 43,878

    貸付金元金回収収入 161,736

    資産売却収入 30,296

    その他の収入 1,843

投資活動収支 -26,727

【財務活動収支】

  財務活動支出 274,360

    地方債等償還支出 273,959

    その他の支出 401

  財務活動収入 255,331

    地方債等発行収入 254,367

    その他の収入 964

前年度末歳計外現金残高 3,153

本年度歳計外現金増減額 424

本年度末歳計外現金残高 3,576

本年度末現金預金残高 81,110

財務活動収支 -19,029

本年度資金収支額 11,084

前年度末資金残高 66,449

比例連結割合変更に伴う差額 1

本年度末資金残高 77,534



全体財務書類に加え，次の団体を対象としています。

注 記（連結財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　連結対象とされる団体等の財務処理に関する基準に基づき作成された法定決算書類を基本とし
て、連結を行っています。なお、連結対象団体の間での取引等については、相殺消去により調整
を行っています。

（２）対象会計範囲

団体の種類 団体名

地方独立行政法人 京都府公立大学法人

一部事務組合・広域連合
京都地方税機構
関西広域連合

地方三公社
京都府土地開発公社
京都府道路公社
京都府住宅供給公社

出資法人（出資２５%以上）

(公財)京都府国際センター
(福)京都府社会福祉事業団
(一財)京都府民総合交流事業団
(一社)京都府農業会議
(一財)丹後王国食のみやこ
(公社)京都府家畜畜産物衛生指導協会
(公財)京都府公園公社
(公財)京都府埋蔵文化財調査研究センター
(一財)京都技術サポートセンター
(公財)関西文化学術研究都市推進機構
(公財)世界人権問題研究センター
(一財)城陽山砂利採取地整備公社
(公財)京都文化財団
(公財)京都府丹後文化事業団
(公財)京都府中丹文化事業団
(公財)京都府長岡京記念文化事業団
(一財)京都ゼミナールハウス
(公財)京都府生活衛生営業指導センター
(公財)京都ＳＫＹセンター
(株)舞鶴２１
(一財)京都府総合見本市会館
(職)城南地域職業訓練協会
(株)京都総合食品センター
(公社)京都府畜産振興協会
(公財)京都府水産振興事業団
(公財)京都府林業労働支援センター
北近畿タンゴ鉄道（株）
(公財)京都府暴力追放運動推進センター
(公財)京都産業２１
(一社)京都山城地域振興社
(一社)森の京都振興社
(一財)京都森林経営管理サポートセンター



（５）有形固定資産等の減価償却の方法

（６）引当金の計上基準及び算定方法

（７）リース取引の処理方法

（８）連結資金収支計算書における資金の範囲

　　① 有形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価
　  ② 無形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価

（３）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

（４）出資金の評価基準及び評価方法

　　① 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　  ② 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

　　① 有形固定資産（リース資産を除きます。）････定額法
　 　　ただし、一部の連結対象団体は定率法によっている他、鉄道事業取替資産は取替法
　　　 によっています。
　  ② 無形固定資産･･････････････････････････････定額法
　　　 ただし、一部の連結対象団体は定率法によっています。

　  ① 徴収不能引当金
       未収金については、過去の不納欠損率を勘案し、徴収不能見込額を計上しています。
　　　 長期延滞債権については、過去の不納欠損率を勘案し（又は個別に回収可能性を検討
　 　　し）、徴収不能見込額を計上しています。
　　　 短期貸付金については、過去の不納欠損率を勘案し（又は個別に回収可能性を検討
　　　 し）、徴収不能見込額を計上しています。
　  ② 退職手当引当金
       期末自己都合要支給額を計上しています。
　  ③ 損失補償等引当金
       履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化
       に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
　　④ 賞与等引当金
　　　 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の
　　　 見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

　　① ファイナンス・リース取引
       ア　所有権移転ファイナンス・リース取引
　　　　　 （リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総額が３００万円以下の
　　　　　 ファイナンス・リース取引を除きます。）
　　　　　 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　　　 イ ア以外のファイナンス・リース取引
　　　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
　　② オペレーティング・リース取引
　　　 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

　　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物
　　なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

（９）消費税等の会計処理

　  消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
　  ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。

（10）連結対象団体の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

　  決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体
  の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重要な
  取引については連結上必要な調整を行っています。



　従来、総務省改訂モデルにより財務書類を作成していましたが、総務省の要請を受け、統一的
な基準による財務書類へ変更しています。
　このことにより計上方法や表示方法を変更しております。

２ 重要な会計方針の変更等

３ 追加情報

（１）出納整理期間

　  出納整理期間を設けている団体においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了
　した後の計数をもって会計年度末の計数としています。
　　なお、出納整理期間を設けていない団体と出納整理期間を設けている団体との間で、出納
　整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整して
　います。

（２）表示単位未満の取扱い

　　百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。


